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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

報告第１０号
令和８年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の結果に
ついて

1

報告第１１号 人事異動の総括について 3

報告第１２号
生駒市新たな地域クラブ活動 の在り方に関する方針及び生
駒市新たな地域クラブ活動指導者謝金及び旅費規程の変更
について

5

議案第２２号
生駒市立学校教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計
画について

6

令和８年生駒市教育委員会（第４回）定例会議案目録



報 告 第 １０号  

 

令 和 ８年 生 駒 市 議 会 第 ２回 （３月 ）定 例 会 提 出 議 案 の結 果 について 

 

令 和 ８年 生 駒 市 議 会 第 ２回 （３月 ）定 例 会 提 出 議 案 の結 果 について、生駒市教育委

員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員

会規則第６号）第６条第１号の規定により、次のとおり報告する。  

 

  令和８年４月２１日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

【提出議案】 

・令和７年度生駒市一般会計補正予算（第９回） 

 ・生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 ・令和８年度生駒市一般会計予算 

 ・生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び生駒

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【審議経過】 

  令和８年３月４日  開会 

令和８年３月５日  再開 

令和８年３月６日  再開 

令和８年３月１３日 厚生文教委員会 

予算委員会（厚生文教分科会） 
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令和８年３月２４日 再開 

 

【結果】 

  原案のとおり可決  

 

2



報告第１１号  

人事異動の総括について 

 生 駒 市 教 育 委 員 会 教 育 長 に対 する事 務 委 任 等 に関 する規 則 （昭 和 ６０年 ４月 生 駒 市

教育委員 会規則第６号）第６条第１号 の規定 により、別紙のとおり報告する。 

 

  令和８年４月２１日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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令和8年４月人事異動について

市内 市外（転出） 市外（転入）

事務局職員 3（0） 11（3） 58（17）

小　学　校 １０（1） 14（6） 13（０） 13（0） 12（０） 62（7）

中　学　校 4（0） 10（2） 6（１） 8（1） 7（0） 35（4）

幼　稚　園 1（1） 1（０） 14（6）

保　育　園 1（1） ４（０） 24（7）

合　　　　計 19（3） 35（3） 193（４1）

（　）内は管理職（校長・教頭・園長・副園長）
再任用職員、講師は含まず

退職
異動

採用 計

44（14）

12（5）

１9（6）

139（35）
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報告第１２号  

 

生 駒 市 新 たな地 域 クラブ活 動 の在 り方 に関 する方 針 及 び生 駒 市 新 たな地 域 クラ

ブ活 動 指 導 者 謝 金 及 び旅 費 規 程 の変 更 について 

 

 生 駒 市 新 たな地 域 クラブ活 動 の在 り方 に関 する方 針 及 び生 駒 市 新 たな地 域 クラブ

活 動 指 導 者 謝 金 及 び旅 費 規 程 の変 更 について、生駒市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第２条

第１号の規定により、別冊のとおり報告する。 

 

  令和８年４月２１日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第２２号  

 

生 駒 市 立 学 校 教 育 職 員 の業 務 量 管 理 ・健 康 確 保 措 置 実 施 計 画 について 

 

生 駒 市 立 学 校 教 育 職 員 の業 務 量 管 理 ・健 康 確 保 措 置 実 施 計 画 について、 生駒市

教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育

委員会規則第６号）第２条第１号の規定により、教育委員会の議決を求める。 

 

  令和８年４月２１日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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